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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜面と擁壁との間に盛土層を形成してなる盛土構造物であって、
　前記斜面には、所定の力で緊張された永久アンカーが適宜間隔をもって打設され、該永
久アンカーの頭部に設けた受圧板が前記斜面に定着されてなり、
　前記斜面の下部の法底に沿って固定された基礎ブロックに複数のプレキャストコンクリ
ートパネルからなる擁壁が構築され、
　前記永久アンカーの頭部と前記擁壁とに架けて所定の力で緊張された鋼線が設けられ、
該鋼線の先端部が前記擁壁に定着されてなり、
　前記永久アンカーの前記頭部には鋼線カプラーがセットされており、該鋼線カプラーに
前記鋼線の後端部が接続していると共に、当該鋼線カプラーの内部には防錆剤が充填され
ていること
　を特徴とする盛土構造物。
【請求項２】
　前記鋼線は、塩化ビニール管で覆われると共に、該塩化ビニール管と鋼線との間に防錆
剤が充填されること
　を特徴とする請求項１に記載の盛土構造物。
【請求項３】
　前記プレキャストコンクリートパネルは、前記鋼線を挿入する挿入孔を備えたアンカー
パネルと、該アンカーパネルを上下で接合する接合パネルと、該接合パネル又は前記アン
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カーパネルに接合する標準パネルとからなること
　を特徴とする請求項１に記載の盛土構造物。
【請求項４】
　斜面と擁壁との間に盛土層を形成してなる盛土構造物の構築方法であって、
　前記斜面に永久アンカーを打設し、該永久アンカーを所定の力で緊張して頭部に設けた
受圧板を前記斜面に定着する工程と、
　前記斜面の下部の法底に沿って基礎ブロックを固定する工程と、
　該基礎ブロックにプレキャストコンクリートパネルを積み重ねて擁壁を構築する工程と
、
　前記永久アンカーの頭部と前記擁壁とに架けて鋼線を接続して所定の力で緊張し、該鋼
線の先端部を前記擁壁に定着する工程と、
　前記斜面と前記擁壁との間に盛土層を形成する工程と、を少なくとも備え、
　前記永久アンカーの前記頭部には鋼線カプラーをセットし、該鋼線カプラーに前記鋼線
の後端部を接続する共に、当該鋼線カプラーの内部に防錆剤を充填すること
　を特徴とする盛土構造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、斜面と擁壁との間に盛土層を形成してなる盛土構造物及びその構築方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の盛土構造物としては、例えば特開２００９－２２１７７７号の発明が知られてい
る。この盛土構造物は、地山の下部の法底に沿って固定された基礎ブロックに複数のプレ
キャストコンクリートパネルからなる擁壁が構築され、擁壁と地山との間には盛土層が形
成される。
【０００３】
　そして、盛土層を支持する擁壁から地山にかけて所定の力で緊張されたグラウンドアン
カーが適宜間隔をもって打設され、グラウンドアンカーの頭部が擁壁に定着されてなる（
特許文献１参照）。
【０００４】
　このような構成の盛土構造物は、擁壁から地山にかけて緊張されたグラウンドアンカー
が打設されているので、このグラウンドアンカーによる一つの手段で擁壁と地山との崩壊
を防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２２１７７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この従来例の盛土構造物においては、擁壁から地山にかけて打設されたグラウンドアン
カーの頭部が擁壁だけに定着していることから、擁壁は安定して維持される一方で、地山
の地滑りを呈する箇所においては地滑り防止効果が劣るという欠点を有している。
【０００７】
　従って、従来例における盛土構造物においては、地山の地滑り防止効果をさらに向上す
ることによって、擁壁をいっそう安定して維持することに解決しなければならない課題を
有している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　前記従来例の課題を解決するための本発明の要旨は、斜面と擁壁との間に盛土層を形成
してなる盛土構造物であって、前記斜面には、所定の力で緊張された永久アンカーが適宜
間隔をもって打設され、該永久アンカーの頭部に設けた受圧板が前記斜面に定着されてな
り、前記斜面の下部の法底に沿って固定された基礎ブロックに複数のプレキャストコンク
リートパネルからなる擁壁が構築され、前記永久アンカーの頭部と前記擁壁とに架けて所
定の力で緊張された鋼線が設けられ、該鋼線の先端部が前記擁壁に定着されてなり、前記
永久アンカーの前記頭部には鋼線カプラーがセットされており、該鋼線カプラーに前記鋼
線の後端部が接続していると共に、当該鋼線カプラーの内部には防錆剤が充填されている
ことである。
【０００９】
　また、前記鋼線は、塩化ビニール管で覆われると共に、該塩化ビニール管と鋼線との間
に防錆剤が充填されること、；
　前記プレキャストコンクリートパネルは、前記鋼線を挿入する挿入孔を備えたアンカー
パネルと、該アンカーパネルを上下で接合する接合パネルと、該接合パネル又は前記アン
カーパネルに接合する標準パネルとからなること、；
　を含むものである。
【００１０】
　更に、本発明の要旨は、斜面と擁壁との間に盛土層を形成してなる盛土構造物の構築方
法であって、前記斜面に永久アンカーを打設し、該永久アンカーを所定の力で緊張して頭
部に設けた受圧板を前記斜面に定着する工程と、前記斜面の下部の法底に沿って基礎ブロ
ックを固定する工程と、該基礎ブロックにプレキャストコンクリートパネルを積み重ねて
擁壁を構築する工程と、前記永久アンカーの頭部と前記擁壁とに架けて鋼線を接続して所
定の力で緊張し、該鋼線の先端部を前記擁壁に定着する工程と、前記斜面と前記擁壁との
間に盛土層を形成する工程と、を少なくとも備え、前記永久アンカーの前記頭部には鋼線
カプラーをセットし、該鋼線カプラーに前記鋼線の後端部を接続する共に、当該鋼線カプ
ラーの内部に防錆剤を充填することである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る盛土構造物によれば、斜面に所定の力で緊張された永久アンカーが適宜間
隔をもって打設され、該永久アンカーの頭部に設けた受圧板が斜面に定着されてなり、更
には、永久アンカーの頭部と擁壁とに架けて所定の力で緊張された鋼線が接続され、該鋼
線の先端部が擁壁に定着されてなることによって、従来例と比較して地山の地滑り防止効
果がさらに向上し、擁壁をいっそう安定して維持することができるという優れた効果を奏
する。
【００１２】
　鋼線は、塩化ビニール管で覆われると共に、該塩化ビニール管と鋼線との間に防錆剤が
充填されることによって、鋼線の錆による劣化を防止することができるという優れた効果
を奏する。
【００１３】
　プレキャストコンクリートパネルは、鋼線を挿入する挿入孔を備えたアンカーパネルと
、該アンカーパネルを上下で接合する接合パネルと、該接合パネル又はアンカーパネルに
接合する標準パネルとからなることによって、鋼線を永久アンカーの頭部と擁壁とに架け
て接続することができるという優れた効果を奏する。
【００１４】
　また、本発明に係る盛土構造物の構築方法によれば、地山の地滑り防止効果がさらに向
上して、擁壁をいっそう安定して維持することができるという優れた効果を奏するという
優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（１）盛土構造物１の断面図である。（２）要部の断面図である。
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【図２】基礎ブロック５の平面図である。
【図３】（１）基礎ブロック５の接合部分の平面図である。（２）Ａ－Ａ断面図である。
【図４】プレキャストコンクリートパネル６が設置された基礎ブロック５の正面図である
。
【図５】（１）アンカーパネル１７の正面図である。（２）Ｂ－Ｂ断面図である。（３）
Ｃ－Ｃ断面図である。
【図６】（１）接合パネル１８の平面図である。（２）接合パネル１８の背面図である。
（３）Ｄ－Ｄ断面図である。
【図７】擁壁７の正面図である。
【図８】擁壁７の縦方向の断面図である。
【図９】基礎ブロック５の断面図である。
【図１０】擁壁７の横方向の断面図である。
【図１１】擁壁７の頂部の断面図である。
【図１２】受圧板４１の断面を示す説明図である。
【図１３】受圧板４１と鋼線８の断面を示す説明図である。
【図１４】永久アンカー３の頭部３ａと擁壁７とを鋼線８で接続して緊張、定着する工程
を説明する説明図である。
【図１５】永久アンカー３の頭部３ａと擁壁７とを鋼線８で接続して緊張、定着する工程
を説明する説明図である。
【図１６】永久アンカー３の頭部３ａと擁壁７とを鋼線８で接続して緊張、定着する工程
を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。まず、図１において
、符号１は盛土構造物を示し、この盛土構造物１は、斜面２に適宜間隔をもって打設され
た永久アンカー３と、斜面２の下部の法底４に沿って固定された基礎ブロック５と、基礎
ブロック５に複数のプレキャストコンクリートパネル６が積み重ねられて形成される擁壁
７と、永久アンカー３の頭部３ａと擁壁７とに架けて接続された鋼線８と、斜面２と擁壁
７との間に形成される盛土層９とから構成される。
【００１７】
　永久アンカー３は、図１に示すように、盛土層９を有する斜面２に適宜間隔ごとに打設
されており、斜面２の掘削孔４０に充填されたグラウト３７内に圧入されて、所定の緊張
力が付与されている。
【００１８】
　また、永久アンカー３の頭部３ａには、受圧板４１が設けられており、この受圧板４１
が斜面２に定着されてなり、その結果、斜面２の地滑りを呈する箇所等において、地滑り
防止効果をいっそう向上することができる
【００１９】
　永久アンカー３の頭部３ａには、鋼線カプラー４２がセットされており、この鋼線カプ
ラー４２に鋼線８の後端部８ｂが接続している。鋼線カプラー４２の内部には、防錆剤４
３が充填されている（図１３参照）。
【００２０】
　鋼線８の先端部８ａは、後述するアンカーパネル１７の挿入孔２２に挿通しており、こ
の鋼線８が所定の力で緊張されて、その先端部（プレート）８ａがアンカーパネル１７（
擁壁７）に定着してなる（図１６参照）。なお、図１６中の符号４４は、ヘッドキャップ
を示す。
【００２１】
　鋼線８は、塩化ビニール管４５で覆われており、当該塩化ビニール管４５と鋼線８との
間に防錆剤４６が充填されている。よって、鋼線８の錆による劣化を防止することができ
る。
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【００２２】
　次に、基礎ブロック５と擁壁７について説明する。斜面２の下部の法底４に沿って固定
された基礎ブロック５は、擁壁７を支持するものであって、現場打ちコンクリート又はプ
レキャストコンクリートで形成されており、この基礎ブロック５が法底４に沿って連続的
に設置されて永久アンカー（接続部）１０で固定されている。また、図２に示すように、
基礎ブロック５はボルト１１で固定された連結用アングル１２によって側部が接続されて
いる。
【００２３】
　基礎ブロック５の設置面１３からは、固定用ロッド１４の上端部が突出され、この下端
部がプレート１５とナット１６とで固着されている。この固定用ロッド１４は、例えばネ
ジ節異形鋼棒、ＰＣ鋼棒、ＰＣ鋼線、ＰＣ鋼撚り線等の高張力鋼材であり、基礎ブロック
５の設置面１３に設置されたプレキャストコンクリートパネル６を接合している。この部
位のプレキャストコンクリートパネル６は、前部が上側に傾斜した設置面１３に設置され
ているため、盛土層９側に傾斜した擁壁７となっている（図１及び図８参照）。
【００２４】
　プレキャストコンクリートパネル６は、アンカーパネル１７と、このアンカーパネル１
７の上下側に設置された接合パネル１８と、標準パネル１９とから構成され、これらが組
み合わされて擁壁７を構成している（図７参照）。
【００２５】
　アンカーパネル１７は、軽量コンクリートで形成され、図５に示すように、正面側には
天然石を模した細かな凹凸部２０が形成され、この凹凸部２０の中央には、鋼線８の先端
部８ａを定着する水平な定着部２１が形成されている。この定着部２１から裏面にかけて
は鋼線８を挿入する挿入孔２２が開口され、挿入孔２２は裏面に向かって大径に形成され
、かつ下側に傾斜している。
【００２６】
　アンカーパネル１７の上下面からは接続用鋼管式緊張ロッド２３の上端部が突出され（
図５参照）、下端部がパネル内に埋設されてプレート１５とナット１６とで固着されてい
る。また、アンカーパネル１７の一側面には半円形の嵌合突起２４が、他側面には半円形
の嵌合凹溝２５がそれぞれ形成され、この嵌合凹溝２５に隣接した標準パネル１９の嵌合
突起２４が嵌合されるとともに、嵌合突起２４が隣接した標準パネルの嵌合凹溝２５に嵌
合されて接合され、この接合部分を中心に回動可能になっている（図３参照）。
【００２７】
　アンカーパネル１７の上下側に設置される接合パネル１８は、図６に示すように、前面
パネル２８と、この裏面側の補強リブ２９とから構成され、前面パネル２８の前面には天
然石を模した細かな凹凸部２０が形成されている。また前面パネル２８の一側面には半円
形の嵌合突起２４が、他側面には半円形の嵌合凹溝２５がそれぞれ形成されている。
【００２８】
　補強リブ２９は、上部接合体３０と下部接合体３１とから構成され、これらには接続用
鋼管式緊張ロッド２３を挿入する貫通孔２７が貫通され、上部接合体３０と下部接合体３
１との間には、貫通孔２７に挿入された接続用鋼管式緊張ロッド２３を定着するための空
間、すなわち間隙部３２が形成されている。
【００２９】
　標準パネル１９は、補強リブ２９が上部接合体３０と下部接合体３１とに分割されずに
一体となった以外は接合パネル１８と同じ構成であり、補強リブ２９に接続用鋼管式緊張
ロッド２３を挿入する貫通孔２７が開口されている。
【００３０】
　このようなパネル１７、１８、１９を組み合わせてなる擁壁５は、図７に示すように、
ほとんどが標準パネル１９の組み合わせであり、この標準パネル１９の間にグラウンドア
ンカー７を設置するアンカーパネル１７が設置され、該アンカーパネル１７の上下側には
接合パネル１８が設置されている。
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【００３１】
　そのため基礎ブロック５の設置面１３に設置された接合パネル１８の上部には、アンカ
ーパネル１７が設置され、該アンカーパネル１７の上部には接合パネル１８を介して標準
パネル１９設置されている。
【００３２】
　また、基礎ブロック５の設置面１３に設置された標準パネル１９は、固定用ロッド１４
に接合された接続用鋼管式緊張ロッド２３で固定され、この接続用鋼管式緊張ロッド２３
と接合ピン３８とで標準パネル１９同士が上下に接合されている。
【００３３】
　一方、アンカーパネル１７と接合パネル１８も、上記と同様に、接続用鋼管式緊張ロッ
ド２３と接合ピン３８とで接合されるが、アンカーパネル１７の上面から突出した上部接
合用ロッド３３が上側に位置した接合パネルの下部接合体３１の貫通孔２７に挿入され、
アンカーパネルの下面から突出した下部接合用ロッド３４が下側に位置した接合パネル１
８の上部接合体３０の貫通孔２７に挿入されている。
【００３４】
　この擁壁７と斜面２との間には気泡混合軽量コンクリートが打設されて盛土層９が形成
されている。斜面２には、所定の力で緊張された永久アンカー３が適宜間隔をもって打設
され、永久アンカー３の頭部３ａに設けた受圧板４１が斜面２に定着されている。そして
、永久アンカー３の頭部３ａと擁壁７とに架けて所定の力で緊張された鋼線８が接続され
、鋼線８の先端部（プレート）８ａが擁壁７に定着されている。
【００３５】
　従って、従来例と比較して斜面２の地滑り防止効果がさらに向上し、擁壁７をいっそう
安定して維持することができる。
【００３６】
　次に、盛土構造物の構築方法について説明する。まず、斜面２を掘削して掘削孔４０を
形成し、この掘削孔４０にグラウト３７を充填する。そして、掘削孔４０に永久アンカー
３を挿入して、所定の力で緊張し、永久アンカー３の頭部３ａに設けた受圧板４１を斜面
２に定着する（図１及び１２参照）。
【００３７】
　ここで擁壁の構築工程について説明する。まず、斜面２の下部に埋設孔３６を削孔し、
これにグラウト３７を注入して永久アンカー１０を圧入する。そして、このグラウト３７
の養生期間中に、基礎ブロック５を現場打ちコンクリートまたはプレキャストコンクリー
トで構築する。次に、この基礎ブロック５の挿入孔２６に永久アンカー１０の頭部を挿入
した後、これを緊張、定着して基礎ブロック５を固定する。
【００３８】
　次に、基礎ブロック５に固定用ロッド１４の下端部を定着し、その上端部を上面から突
出させ、この突出させた固定用ロッド１４にカプラーで接続用鋼管式緊張ロッド２３を連
結して、標準パネル１９の貫通孔２７と、接合パネル１８の下部接合体の貫通孔２７とに
貫通できる長さにする。
【００３９】
　次に、この接続用鋼管式緊張ロッド２３を標準パネル１９の貫通孔２７と、接合パネル
の下部接合体３１の貫通孔２７とに挿入して、これらのパネル１８、１９を基礎ブロック
３に設置した後、接続用鋼管式緊張ロッド２３を緊張、定着する。この作業を順次繰り返
してプレキャストコンクリートパネル１７、１８、１９を横方向に連続的に接合すると擁
壁５の一段目が形成される。
【００４０】
　次に、この擁壁７の一段目における標準パネル１９の上に他の標準パネル１９を接合す
ると共に、接合パネル１８の上にはアンカーパネル１７を接合する。このアンカーパネル
１７は下面から突出した接続用鋼管式緊張ロッド２３を、接合パネル１８の上部接合体３
０の貫通孔２７に挿入して接合する。この作業を順次繰り返してプレキャストコンクリー
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トパネル６を横方向に連続的に接合すると擁壁５の二段目が形成される。この擁壁７の二
段目には適宜間隔（一つおき）ごとにアンカーパネル１７が設置（アンカーパネル１７と
標準パネル１９とが交互に設置）され、このアンカーパネル１７には鋼線８を挿入する挿
入孔２２が正面から裏面にかけて開口されている。
【００４１】
　次に、この擁壁７の二段目における標準パネル１９の上に、前記と同様に、他の標準パ
ネル１９を接合するとともに、アンカーパネル１７の上側に接合パネル１８を接合する。
この接合パネル１８はアンカーパネル１７の上面から突出した接続用鋼管式緊張ロッド２
３を、接合パネル１８の上部接合体３０の挿入孔２６に挿入して接合する。この作業を順
次繰り返してプレキャストコンクリートパネル４を横方向に連続的に接合すると擁壁５の
三段目が形成される。
【００４２】
　上記のような作業を順次繰り返して、図１１に示すように、頂部までプレキャストコン
クリートパネル４を積み重ねると、擁壁７が基礎ブロック５の上に構築され、この擁壁７
に適宜間隔をもってアンカーパネル１７が設置され、このアンカーパネル１７の上下側に
は接合パネル１８が設置される。
【００４３】
　次に、永久アンカー３の頭部３ａに鋼線カプラー４２をセットし、この鋼線カプラー４
２に鋼線８の後端部８ｂを接続する。鋼線カプラー４２の内部には、防錆剤４３を充填す
る（図１３参照）。
【００４４】
　次に、鋼線８に塩化ビニール管４５を取り付けてから、この塩化ビニール管４５をアン
カーパネル１７の挿入孔２２に接続して、塩化ビニール管４５と鋼線８との間に防錆剤４
６を充填する（図１４参照）。
【００４５】
　次に、鋼線８の先端部８ａに、鋼線カプラー４７を接続して、所定の機材で緊張、定着
を行い（図１５参照）、定着完了後に、余長の処理を行い、ヘッドキャップ４４を取り付
ける（図１６参照）。
【００４６】
　擁壁７と斜面２との間には、気泡混合軽量コンクリートを打設して盛土層９を形成する
。このような工程を行うことによって、斜面２の地滑り防止効果をさらに向上させた、自
立した擁壁７と盛土層９とが構築される。
【符号の説明】
【００４７】
　１　盛土構造物
　２　斜面
　３　永久アンカー
　３ａ　頭部
　４　法底
　５　基礎ブロック
　６　プレキャストコンクリートパネル
　７　擁壁
　８　鋼線
　８ａ　先端部（プレート）
　８ｂ　後端部
　９　盛土層
　１０　永久アンカー（接続部）
　１１　ボルト
　１２　連結用アングル
　１３　設置面
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　１４　固定用ロッド
　１５　プレート
　１６　ナット
　１７　アンカーパネル
　１８　接合パネル
　１９　標準パネル
　２０　凹凸部
　２１　定着部
　２２　挿入孔
　２３　接続用鋼管式緊張ロッド
　２４　嵌合突起
　２５　嵌合凹溝
　２６　挿入孔
　２７　貫通孔
　２８　前面パネル
　２９　補強リブ
　３０　上部接合体
　３１　下部接合体
　３２　間隙部
　３３　上部接合用ロッド
　３４　下部接合用ロッド
　３６　埋設孔
　３７　グラウト
　３８　接合ピン
　４０　掘削孔
　４１　受圧板
　４２　鋼線カプラー
　４３　防錆剤
　４４　ヘッドキャップ
　４５　塩化ビニール管
　４６　防錆剤
　４７　鋼線カプラー
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